
る
。
ｏ
圏
協
冒
旨
畠
自
身
、
砂
漠
の
修
道
院
に
お
け
る
長
年
の
体
験
と

観
察
が
あ
る
だ
け
に
、
こ
の
状
態
の
訳
述
は
精
神
医
学
的
に
み
て
も

大
変
に
貴
重
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

：
＆
旨
と
言
い
冒
旨
と
は
○
農
睦
冒
〕
農
に
お
い
て
は
明
確
に
分

離
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
両
者
の
区
別
は
次
第
に
不
分
明
と
な

り
、
一
つ
の
も
の
と
さ
れ
て
い
く
（
聖
グ
レ
？
コ
リ
ゥ
ス
、
イ
シ
ド
ロ
ス

な
ど
）
・
そ
の
過
程
の
詳
細
に
つ
い
て
は
と
嘗
騨
目
段
曼
や
琶
胃
冒
庁

の
研
究
が
あ
る
。
英
語
で
の
四
。
、
匙
旨
は
文
人
チ
ョ
ー
サ
ー
の
頃
ま

で
は
日
常
語
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
は
死
語
同
然
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
た
だ
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
初
期
の
詩
人
・
ヘ
ト
ラ
ル
カ
は
、

自
ら
が
本
来
の
意
味
Ｉ
す
な
わ
ち
宗
教
的
罪
悪
Ｉ
と
は
異
な
っ

た
意
味
で
、
自
己
の
メ
ラ
ソ
コ
リ
ッ
ク
な
体
験
を
画
。
且
冨
と
記
し
、

こ
れ
を
ゲ
ー
テ
流
の
葛
の
旨
呂
目
①
届
と
同
化
し
て
い
る
。

中
世
の
医
学
に
お
け
る
メ
ラ
ン
コ
リ
ァ
概
念
は
、
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ

ス
、
ガ
レ
ノ
ス
の
概
念
を
継
承
す
る
「
黒
胆
汁
」
説
で
、
全
く
生
物
学

的
な
説
明
原
理
に
依
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
述
べ
た
脚
Ｃ
ａ
旨

は
中
世
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
け
る
メ
ラ
ン
コ
リ
ァ
に
関
す
る
潮
流

の
、
い
か
に
も
中
世
的
な
副
主
題
を
な
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

（
京
都
大
学
精
神
医
学
）

本
発
表
は
平
安
時
代
の
医
学
の
社
会
的
側
面
を
分
析
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
、
疫
病
及
び
飢
饅
発
生
時
の
政
治
社
会
的
処
置
を
比
較
し

て
先
ず
疫
病
が
ど
の
よ
う
な
社
会
的
認
識
を
受
け
、
そ
の
処
置
に
ど

ん
な
特
色
が
あ
る
か
を
分
析
し
た
。
用
い
た
資
料
は
、
六
国
史
・
類

聚
国
史
・
日
本
紀
略
・
扶
桑
略
記
・
本
朝
世
紀
・
百
錬
抄
・
類
聚
符
宣

抄
・
本
朝
文
粋
・
小
右
記
・
中
右
記
・
玉
葉
が
主
で
あ
る
。
演
者
が

調
べ
得
た
限
り
、
疫
病
に
つ
い
て
は
全
国
規
模
六
八
回
、
非
全
国
二
二

回
の
計
九
○
回
、
処
置
は
奉
幣
・
懐
・
読
経
・
御
霊
会
等
呪
術
宗
教

力
に
頼
る
も
の
六
○
回
（
全
国
四
六
回
、
地
方
一
四
回
）
、
食
糧
・
銭
の

賑
給
三
三
回
（
全
国
三
面
、
地
方
二
回
）
、
処
置
無
一
六
回
（
全
国
一

四
回
、
地
方
二
回
）
、
免
税
あ
る
い
は
納
税
延
期
処
置
二
回
（
全
国
一

○
回
、
地
方
一
回
）
、
同
じ
く
大
赦
二
回
（
全
国
二
回
、
地
方
○
）
、
最

後
に
医
薬
配
給
・
医
療
等
医
学
的
処
置
七
回
（
全
国
七
回
、
地
方
○
）
と

資
料
を
通
し
て
見
た
平
安
時
代
の

医
学
の
社
会
的
側
面
に
つ
い
て

Ｍ
Ａ
Ｃ
／
Ｅ
・
美
枝
子
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な
っ
て
い
る
。
六
○
回
と
最
も
多
い
宗
教
的
処
置
と
次
に
多
い
飢
僅

発
生
時
に
最
も
重
要
な
賑
給
に
つ
い
て
は
、
賑
給
が
律
令
体
制
か
ら

摂
関
制
へ
移
行
す
る
九
世
紀
末
以
降
激
減
す
る
点
、
お
よ
び
そ
れ
に

代
わ
り
呪
術
宗
教
的
処
置
が
摂
関
制
か
ら
院
制
へ
移
行
す
る
二
世

紀
末
期
ま
で
際
立
っ
て
重
要
性
を
増
し
て
来
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

ま
た
こ
れ
ら
の
処
置
が
他
と
重
複
せ
ず
単
独
で
行
わ
れ
て
い
る
年
に

つ
い
て
は
呪
術
宗
教
処
置
の
み
が
三
六
回
と
圧
倒
的
に
多
く
、
呪
術

力
へ
の
平
安
時
代
人
の
依
頼
度
が
非
常
に
高
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
が
、
疫
病
へ
の
医
学
的
処
置
は
計
七
回
、
内
一
回
を
除
い
て
賑

給
・
宗
教
的
あ
る
い
は
税
処
置
と
並
行
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の

程
度
は
極
め
て
低
い
と
言
え
る
。
同
じ
く
飢
餓
発
生
状
況
に
つ
い
て

要
点
だ
け
を
述
べ
れ
ば
、
発
生
件
数
一
三
五
（
全
国
六
四
、
地
方
七
一

回
）
、
そ
の
対
処
方
法
で
最
多
数
は
賑
給
七
六
回
、
次
い
で
宗
教
的

処
置
六
一
回
、
税
処
置
二
八
回
、
処
置
無
一
八
回
、
大
赦
三
回
、
医

療
一
回
の
順
と
な
っ
て
い
る
。
処
置
が
単
独
で
行
わ
れ
た
年
に
つ
い

て
は
、
賑
給
の
象
三
七
回
、
宗
教
処
置
の
承
三
四
回
、
税
処
置
の
み

八
回
と
な
っ
て
お
り
、
飢
鰹
発
生
時
の
対
処
と
し
て
賑
給
と
宗
教
的

処
置
が
並
ん
で
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
場
合

も
疫
病
発
生
時
と
同
様
、
政
治
転
換
期
の
九
世
紀
末
ま
で
最
も
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
賑
給
は
以
後
殆
ど
な
く
な
り
代
わ
っ
て
宗

教
的
処
置
が
ほ
ぼ
単
独
で
飢
鯉
対
策
と
し
て
登
場
し
て
来
る
。
従
っ

て
疫
病
・
飢
鯉
等
の
非
常
事
態
へ
の
対
処
が
政
治
内
容
に
大
き
く
左

右
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
ま
た
疫
病
及
び
飢
鯉
発
生
時

の
対
処
方
法
の
資
料
上
の
相
異
は
疫
病
が
飢
饅
と
区
別
さ
れ
て
認
識

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
疫
病
発
生
九
○
回
の
内
医
療

処
置
七
回
（
全
国
の
承
）
の
数
字
は
宗
教
処
置
六
○
回
に
比
べ
余
り

に
も
低
く
、
医
学
の
社
会
的
機
能
は
極
め
て
低
か
っ
た
と
言
え
る
。

ま
た
疫
病
・
飢
鐘
等
へ
の
対
処
と
国
家
財
政
と
の
関
連
を
見
る
た
め

全
国
的
疫
病
と
全
国
的
飢
謹
が
同
時
発
生
し
た
二
一
回
の
処
置
状
況

を
見
れ
ば
、
賑
給
・
税
処
置
等
積
極
的
対
処
が
盛
ん
に
な
さ
れ
た
の

は
九
世
紀
半
ば
ま
で
で
、
一
○
世
紀
以
降
は
律
令
寛
政
の
一
つ
で
あ

る
賑
給
原
則
が
受
領
の
賑
給
財
源
着
服
・
連
年
凶
作
に
よ
る
国
庫
欠

乏
等
の
た
め
く
ず
れ
、
呪
術
宗
教
的
処
置
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
て
い
る
。

以
上
の
分
析
結
果
を
総
合
す
れ
ば
、
疫
病
は
飢
鰹
と
は
異
な
っ
た

認
識
を
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
へ
の
医
学
的
処
置
は
極
め
て
微

量
で
、
平
安
当
時
の
医
学
が
社
会
的
機
能
を
担
っ
て
い
た
と
は
言
い

難
く
、
疫
病
対
策
は
主
に
宗
教
の
呪
術
力
と
賑
給
に
ま
か
さ
れ
て
い
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た
。
ま
た
疫
病
と
い
う
社
会
医
学
的
現
象
が
同
時
代
の
政
治
経
済
及

び
社
会
、
宗
教
の
制
約
を
大
き
く
受
け
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
表
わ

れ
、
医
学
の
社
会
化
を
促
す
力
は
何
か
を
考
え
る
時
こ
れ
ら
の
問
題

は
重
要
と
な
る
。
こ
れ
と
関
連
し
次
に
悲
田
院
・
施
薬
院
の
救
療
活

動
及
び
最
澄
・
空
海
・
空
也
等
僧
侶
の
救
療
事
業
が
何
故
社
会
的
に

組
織
化
さ
れ
な
か
っ
た
か
に
つ
き
考
え
た
い
。
演
者
は
仮
説
と
し
て

大
き
く
政
治
的
・
宗
教
的
・
自
然
的
三
つ
の
原
因
を
考
え
た
。
即
ち

政
治
的
と
は
律
令
制
か
ら
摂
関
制
、
院
制
へ
政
治
転
換
を
遂
げ
る
過

程
で
律
令
制
に
貫
か
れ
て
き
た
国
家
の
人
民
へ
の
責
任
感
が
失
わ

れ
、
そ
れ
に
伴
い
国
家
経
済
が
混
乱
し
た
こ
と
、
お
よ
び
典
薬
寮
財

政
が
他
官
衙
に
先
立
ち
自
主
運
営
化
し
て
中
央
集
権
体
制
か
ら
離
れ

て
い
き
、
他
方
官
医
は
一
○
世
紀
以
後
権
力
者
と
結
び
つ
き
報
酬
を

得
た
り
世
襲
化
す
る
等
医
術
が
特
定
権
力
者
に
集
中
さ
れ
て
い
く
こ

と
、
ま
た
平
安
当
時
の
医
学
が
個
人
対
象
の
医
学
で
あ
っ
た
こ
と
が

こ
れ
を
助
長
し
た
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
的
に
は
仏
教
が
日
本
に
伝
来

し
た
時
以
来
国
家
守
護
宗
教
と
し
て
神
祇
と
共
に
そ
の
呪
術
力
を
特

に
重
視
さ
れ
、
国
家
及
び
権
力
の
担
い
手
と
し
て
の
上
層
貴
族
を
守

り
次
第
に
権
力
と
結
び
つ
い
て
い
く
た
め
、
当
然
救
療
事
業
を
社
会

的
に
組
織
化
す
る
力
と
は
な
り
得
な
い
。
こ
の
権
力
と
結
び
つ
い
た

仏
教
と
は
別
に
、
貴
族
・
民
間
で
は
個
の
救
済
宗
教
と
し
て
浄
土
教

が
平
安
後
期
よ
り
広
ま
る
が
救
の
対
象
の
個
が
社
会
の
構
成
員
だ
と

い
う
視
点
は
な
い
。
即
ち
平
安
仏
教
は
国
家
権
力
が
個
を
守
る
の
で

あ
り
国
家
と
個
を
結
び
つ
け
る
思
想
に
欠
け
て
い
る
。
自
然
的
に
は

相
次
ぐ
天
災
が
政
治
変
革
と
相
俟
っ
て
国
家
財
政
を
悪
化
さ
せ
、
前

半
二
○
○
年
及
び
末
期
の
重
な
る
飢
鯉
は
こ
う
し
た
悪
条
件
を
一
層

深
化
さ
せ
て
い
た
。
こ
う
し
た
時
代
に
救
療
事
業
を
社
会
的
に
組
織

化
す
る
力
を
求
め
る
の
は
無
理
で
あ
る
。
平
安
時
代
の
医
学
が
社
会

的
機
能
を
殆
ど
果
た
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
は
、
右
の
よ
う
な
政
治
経

済
、
宗
教
及
び
社
会
的
要
因
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
演
者
は
考

え
る
。
．

（
松
山
市
）
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